（案）


共同研究契約書

　独立行政法人海洋研究開発機構（以下、「甲」という。）と、大学共同利用機関法人人間文化研究機構　総合地球環境学研究所（以下、「乙」という。）とは、「高分解能植生変動予測手法の確立〜モンゴル植生移行帯・ボルネオ熱帯林での実証研究 」（以下、「本研究」という。）を共同で行うため、次の条項により契約を締結する。

（共同研究の題目等）

第１条　甲及び乙は、次による本研究を実施する

（１）目　　的　　　高分解能の植生空間分布の変動予測研究には、生産性や構造の異なる生態系での現地調査に基づくモデルの検証が不可欠であるが、現時点では生態系プログラム単独で十分な情報を得ることができないため、乙のモンゴル（森林-草原-砂漠移行帯）とマレーシア・ボルネオ島（熱帯林-人工植生パッチ構造）での調査研究活動と本研究を行う。


　　　　　（２）内　　容
１）乾燥地帯-モンゴルモデル構築




　過去３０年の植生・生態系構造を推定するために利用可能なデータ、及びその間の同地域における社会・経済活動の変化をあたえた要因群を整理する。現状の生態系構造のモデル化に必要なデータ取得のための観測調査計画を立てるため現地調査を行い、降水量傾度に沿った砂漠、草原、森林の各植生帯植生の中に１箇所ずつ集中調査区を設定する。その後、これらを取り組むための生態系モデルの試作を開始する。




２）湿潤熱帯林-ボルネオモデル構築




　モンゴルモデルと同様に、過去３０年の植生・生態系構造を推定するために利用可能なデータ、およびその間の同地域における社会・経済活動の変化をあたえた要因郡を整理する。現状の生態系構造のモデル化に必要不可欠な未取得生態系関連データの観測調査計画を立てるための予備調査を行い、人間活動様式の頻度に沿って、低地、奥地の各植生帯の中に１箇所ずつ集中調査区を設定する。その後、これらを取り組むための生態系モデルの試作を開始する。




３）２地域モデルの比較による一般側の抽出とアジア全域への適応の試み




　人間活動との関わり方、生態系の構造と生産において両極とみなせる2地域生態系モデルにおける過去の複数入出量の変化の比較から、一方にのみ、あるいは両地域に共通して見られやすい生態系の人為的破壊プロセスとそれに起因する植生変動パターンを抽出する。 これにより、人間活動が生態系内プロセスを通じて敷衍・波及する長期的・広域的な植 生変化に対する影響の一般的な法則性を見出すことを目指す。2地域での定性的な共通 メカニズムとともに、環境傾度との相関など定量的な関連性を明らかにする。

（３）実施場所
独立行政法人海洋研究開発機構　横浜研究所



　　神奈川県横浜市金沢区昭和町３１７３番２５



大学共同利用機関法人人間文化研究機構　総合地球環境学研究所



　　京都府京都市北区上賀茂本山４５７—４

（研究の分担）

第２条　甲及び乙は、別表1に掲げる研究の分担に従い研究を遂行するものとする。

２　本研究の実施及びそのとりまとめについては、甲、乙協議して行うものとする。

（研究員）

第３条　甲及び乙は、それぞれ別表２に掲げる研究員を本研究に参加させるものとする。ただし、本研究に参加する研究員を変更する場合は、相手方に通知するものとする。

２　甲及び乙は、必要があるときは、相手方の同意を得て、研究者を相手方のもとに派遣することができるものとする。

（研究費の分担）

第４条　甲及び乙は、別表1に掲げる自己の分担において、主担当か否かを問わず、自己が行う研究に要する経費について、それぞれが負担する。

（施設等の利用）

第５条　甲及び乙は、本研究に必要な場合に限り、相手方の同意を得たうえで、相手方の施設設備及び機械器具類等（以下、「物件」という。）を利用することができる。

（機械等の持込み）

第６条　甲及び乙は、本研究に必要な場合に限り、相手方の同意を得たうえで、機械器具類等を相手方の施設内に持込むことができる。

（情報等の提供）

第７条　甲及び乙は、本研究を実施するために必要な情報、試料、資料、助言、援助等（以下、「情報等」という。）については、両者で合意された枠内で相互に無償で利用させることができるものとする。

２　甲及び乙は、前項により相手方から提供を受けた情報等を本研究の目的のみに使用し、他の目的に一切使用しない。

（物件に係る権利の帰属）

第８条　本研究を行うため、又はこれを行ったことにより取得した物件に係る権利は、その費用を負担した当事者に帰属するものとする。ただし、甲及び乙双方がこれと違う取り扱いを認めるときはこの限りではない。

（成果の帰属）

第９条　本研究を遂行する過程において相手方の秘密情報に基づいてなした発明、考案又は意匠の創作（以下、「発明等」という。）を本研究の技術的成果（以下、「技術的成果」という。）とし、それらの帰属は原則として甲及び乙の共有とする。ただし、相手方から提供を受けた秘密情報によらず独自に得た成果については、その成果を独自に取得した者に帰属する。

（成果の通知及び公表）

第１０条　甲及び乙は、本研究の成果を相手方に通知するものとする。

２　本研究の成果は、甲、乙双方が相手方の同意を得たうえで公表することができる。

３　甲及び乙は、公表の際には、甲及び乙の共同研究に基づく成果である旨及びデータの出所を適切に表示するものとする。

（発明及び考案等の出願等）

第１１条　甲及び乙は、本研究の実施により、共同で行った発明及び考案等（以下「発明等」という。）の出願等を行うときは、共同で行うものとする。この場合、権利の持分及び出願等に係る費用の分担については、甲、乙の貢献度合に応じ、別途定めるものとする。

２　甲及び乙は、第9条ただし書に係る発明等の出願等を行うときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとする。

（発明及び考案等の実施）

第１２条　甲又は乙が、共有する発明等に対する特許権、実用新案権等（特許、実用新案を受ける権利等を含む。以下「特許権等」という。）を実施する場合は、甲乙間で別途締結する実施契約で定める実施料を相手方に支払うものとする。

２　甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なしに、共有する特許権等の自己が有する持分の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、又は、質入れその他の担保に供してはならない。

３　甲及び乙は、共有する特許権等を第三者に実施許諾する場合には、事前に相手方と協議を行い、許諾の可否及び条件等を決定するものとする。

（著作権の取扱い）

第１３条　甲及び乙は、本研究の実施により、共同で創作した著作物に係る著作権は共有するものとする。この場合、権利の持分及び登録等に係る費用、並びに権利の行使に伴う利益については、甲、乙の貢献度合に応じ、別途定めるものとする。

２　甲及び乙は、第９条ただし書きに係る著作権の登録又は行使を単独で行う場合には、事前に相手方にその旨を通知するものとする。

３　前条第２項及び第３項は、著作権に準用する。

（安全及び施設管理）

第１４条　甲及び乙は、本研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。

２　甲及び乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全及び施設管理に関する諸規定並びに相手方が安全及び施設管理のために行う指示に従うものとする。

（賠償責任）

第１５条　甲及び乙は、甲又は乙が所有する物件等に損害を被ったときは、相手方に故意又は重大な過失のない場合は、その損害の賠償を請求しないものとする。

（契約の解除）

第１６条　甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事由（以下、「解除事由」という。）が生じた場合には、相手方（以下、「解除権者」という。）は、直ちに本契約を解除することができるものとし、解除権者による解除の通知の発信をもって本契約は解除される。なお、解除権者は解除すると否とにかかわらず、解除事由により被った損害の賠償を請求することができる。
　（１）本契約に違反し、解除権者からの催告にもかかわらず、当該催告を受けた日から３０日以内に違反事実を是正しないとき。
　（２）第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき。又は、破産の申立、商法上の整理開始若しくは特別清算開始の申立あるいは通告、解散の決議、民事再生手続き開始の申立て、会社更生手続き開始の申立がなされたとき。
　（３）振出し若しくは引受けた手形又は小切手が不渡りとなりあるいは金融機関から取引停止処分を受けたとき。
　（４）本条第２号及び第３号の他、資産状態及び信用が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。

　（５）解除権者の競合会社と合併し自らが消滅会社となる決議をしたとき、又は解除権者の競合会社に実質的に支配されたとき。
（秘密情報の取扱い）
第１７条　甲及び乙は、第７条に基づき相手方から開示を受けた本情報並びに技術上及び営業上の一切の情報及び試料であって、口頭又は書面によるものを問わず秘密である旨を明示して相手方から開示されたもの（併せて以下、「秘密情報」という。）を善良な管理者の注意をもって秘密として保持かつ管理すると共に、本研究の実施の目的においてのみ使用し、他の目的には使用しない。また使用の際は、本研究に携わる必要最小限度の役員又は研究員に限って取扱わせるものとし、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供又は漏洩しないものとする。なお、秘密情報の開示が口頭による場合は当該開示後２０日以内に書面で相手方に対して秘密情報の特定を行うものとする。但し、次の各号に該当する情報は、秘密情報から除外する。

（１）開示を受けた時点で、既に公知であったもの。

（２）開示を受ける前から、既に自ら適法に保有していたもの。

（３）開示を受けた後、自らの責によらず公知となったもの。
（４）正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を課されることなく合法的に取得した情報

（５）秘密情報を用いることなく、独自に開発したもの。

（６）裁判所命令又は法律によって開示を要求されたもの。この場合、係る要求があったことを相手方に直ちに通知するものとする。

２．甲及び乙は、秘密情報のうち、文書、図面、写真、試料、電子情報等の複写又は複製出来る資料（以下、「秘密資料等」という。）を本研究の目的に必要な数量に限り、複製することが出来る。但し、複製禁止の表示がある秘密資料等はこの限りではない。
３．甲及び乙は、相手方から要求があったときは、秘密資料等を複製物も含め直ちに相手方に返却又は廃棄する。

４．甲及び乙は、第三者に本研究に関わる秘密情報を開示するときは当該第三者に秘密を保持させる義務を有する。

（個人情報の取り扱い）

第１８条　個人情報の保護については、別紙「個人情報保護に関する特約」によるものとする。

（契約期間）

第１９条　本契約の有効期間は、本契約の締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、期間満了までに甲又は乙より何等の意思表示のない限り、平成２５年３月３１日まで1年毎に延長されるものとする。

　２　前項の規定にかかわらず、第７条第２項、第９条、第１０条、第１１条、第１２条、第１３条及び第１７条の規定は、本契約の有効期間満了後においても、その効力を有するものとし、その終了については、甲、乙協議のうえ定める。

（管轄裁判所）

第２０条　本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所本庁または東京簡易裁判所をもって、合意上の専属管轄裁判所とする。

（疑義の解決）

第２１条　本契約に関して疑義を生じたとき及び本契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。

　本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、各１通を保持するものとする。

　平成　　年　　月　　日

 甲．神奈川県横須賀市夏島町２番地１５

  独立行政法人海洋研究開発機構


契約担当役　理事　　　　今村　努



乙．京都府京都市北区上賀茂本山４５７—４



  
   大学共同利用機関法人人間文化研究機構




　 総合地球環境学研究所



　　
【代表者】

別表１（年次計画及び実施分担）

	
	平成19年度
	平成20年度
	平成21年度
	平成22年度
	平成23年度
	平成24年度
	実施分担

	
	
	
	
	
	
	
	甲
	乙

	1） モンゴル

モデル構築

2） ボルネオ

モデル構築

3） 一般

　　モデル構築
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○

○
	○

◎

◎


◎：主担当

別表２（実施体制）

	甲
	乙

	（責任者）

地球環境フロンティア研究センター

生態系変動予測研究プログラム

プログラムディレクター　和田　英太郞

（担当者）

地球環境フロンティア研究センター

生態系空間分布観測・モデル研究グループ

研究員　　　　　　　　　石井　励一郎

研究員　　　　　　　　　小林　秀樹

研究員　　　　　　　　　Dennis　Dye

	（責任者）

教授　　　　　　　　山村　則男

（担当者）
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個人情報保護に関する特約

本研究契約において、特定の個人を識別する事ができる情報（以下「個人情報」という。）の取扱については、本特約を適用するものとする。

（個人情報の内容）

第１条　本特約における「個人情報」とは、次の事項を含むものとする。

本研究の実施に関係する者の、氏名、生年月日、年齢、所属及び役職並びに所属先及び住所、電話番号、ファックス番号及びメールアドレス並びに甲又は乙が必要と認めた事項。

（個人情報の利用目的・提供）

第２条　前条で定めた個人情報の利用目的は、本研究に係わる各種決裁手続き、届出、研究成果の発表、報告書及び学術論文の作成に限り、相手方から指示がある場合を除き、提供を受けた個人情報を利用目的以外に利用又は加工し、又は相手方の事前の書面による承認なしに第三者に提供してはならない。

（本件提供の期間）

第３条　甲及び乙の個人情報の提供（以下「本件提供」という。）の期間は、本契約書第１９条に定める期間とする。

（個人情報の授受と管理・取扱の方法等）

第４条　甲及び乙は、第１条に定めた個人情報を提供する場合は、書面または電子データによるものとする。

２　甲及び乙は、本件提供により得た個人情報については、紛失、破壊、改ざん、き損、漏洩その他の事故を防止するために、甲及び乙にそれぞれ適用されている個人情報保護に関する諸法令、並びに甲及び乙がそれぞれ定める個人情報保護管理に関する諸規定に基づき、管理し取扱うものとする。

（委託の制限又は条件）

第５条　甲及び乙は、提供を受けた個人情報の処理を自ら行うものとし、相手方の事前の書面による承認のない限り、提供を受けた個人情報の全部または一部を委託することはできない。

（個人情報の複写等の制限）

第６条　甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報が記録された資料等（CD-ROM等の電磁的記録を含む）を利用目的の範囲を超えて必要以上に複製又は複写してはならない。個人情報が記録された資料等を複製又は複写する必要がある場合には、相手方に対して、その範囲・数量等を書面により通知して承諾を得なければならない。ただし、甲と乙が別段の合意をした場合には、当該合意の方法に従う。

（個人情報の漏えい等の事故発生時の対応）

第７条　甲及び乙は、提供を受けた個人情報について、紛失、破壊、改ざん、き損、漏洩その他の事故が発生、又は生じるおそれのあることを知った場合は、ただちに相手方に報告するとともに、本人からの苦情への対応などの、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を、事故発生者の責任と費用負担において講じるものとする。

（個人情報の漏えい等の事故発生時の費用負担等）

第８条　事故発生者は、事故発生者の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏洩その他の事故が発生し、事故発生者が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が生じた場合、事故発生者は、相手方の指示に基づき、事故発生者の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、相手方が直接または間接の被害を被ったときは、事故発生者は相手方に対して当該損害を賠償しなければならない。

（違反した場合における措置）

第９条　甲及び乙は、相手方の個人情報の取扱いが遵守されていないと判断した場合、相手方に対する個人情報の提供を停止するとともに、既に相手方に提供した個人情報の利用停止及び返還を求め、本研究契約を解除することができる。

（提供終了時の措置）

第１０条　甲及び乙は、第２条に定めた利用目的終了後、相手方からの提供をうけた個人情報を速やかに返還、または破棄・消去を行い、書面にて報告するものとする。ただし、甲と乙が別段の合意をした場合には、当該合意の方法に従う。
















